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回答書 

 
貴社から説明請求のありました件につきまして、下記のとおり回答します。 
本回答に不服のある場合は、政府調達に関する苦情の処理手続（平成７年１２月１４日付け政府調達

苦情処理推進本部決定）に基づき設置された政府調達苦情検討委員会に対し、苦情処理を申立てること

ができます。 
 

記 
 
１．説明請求の対象工事名 
   第三京浜道路 川崎高架橋橋梁補修工事 
２．不服のある事項 
   同種工事の実績を満たす施工実績として認められないとされた理由について 
３．説明請求に対する回答 
   本工事で求める同種工事の施工実績は、入札公告（説明書）３－１．競争参加資格（５）に示

すとおり「コンクリート構造物のコンクリート片はく落防止対策として、連続繊維シート接着工

法または樹脂塗装接着工法を実施した工事」としています。 
   また、技術資料作成説明書（技術資料様式）「５．技術資料（様式２）記載上の注意事項及び証

明資料（１）１）証明資料②」において、「コリンズの登録内容では同種工事の施工実績及びその

他の記載内容すべてが確認できない場合、又はコリンズに登録していない場合は、契約書、図面、

特記仕様書等記載内容の証明ができる書類の写しを添付すること」としています。 
   貴社より同種工事に関する添付資料として提出された第２回（最終）設計変更改訂単価表に記

載されている、番号３９「はく落防止対策工 Ａ」及び番号４１「はく落防止対策工 Ｂ」は、項

目番号が「特－（１０）」となっていることから当該工事に適用されている土木工事共通仕様書で

定義される単価項目ではないと判断されるため、図面又は特記仕様書によりその内容を確認しな

ければ、技術資料に記載された「連続繊維シート接着工法」に該当するものであることが確認で

きません。 
   このため、「記載内容の証明ができる書類の写し」が添付されていないものと判断し、同種工事

の実績を満たす施工実績として認められないことから、本工事の競争参加資格を「無」としたも

のです。 
以 上   


